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９
月
17
日（
土
）、
県
商
工
会
青
年
部
女
性
部
連
合

会
は
、
フ
ァ
ボ
ー
レ
富
山
（
富
山
市
婦
中
町
）
に

お
い
て
、
結
成
60
周
年
記
念
事
業
と
し
て
「
つ
な

が
ら
ん
ま
い
け
富
山 

ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
」
の
Ｐ
Ｒ

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
た
。

　

本
事
業
は
、
結
成
60
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
な
ど
の
自
社
努

力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
環
境
の
変
化

と
向
き
合
い
、
今
後
の
新
た
な
経
営
活
動
に
取
り

入
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
両
部
連
合
会
で

組
織
す
る
実
行
委
員
会
（
委
員
長
：
中
井
将
司
）

が
企
画
・
提
案
し
、
県
下
12
商
工
会
の
青
年
部
女

性
部
へ
連
携
協
力
を
呼
び
か
け
、
地
域
産
品
や
サ
ー

ビ
ス
の
掘
り
起
こ
し
に
よ
り
、
期
間
限
定
の
ネ
ッ
ト

シ
ョ
ッ
プ
を
開
設
し
た
。

　

登
録
参
加
事
業
所
数
は
、
82
店
舗
、
約
１
５
０

品
目
が
掲
載
。

　
開
設
期
間
は
10
月
16
日（
日
）ま
で
。
な
お
、
売
上

の
一
部
は
日
本
赤
十
字
社
へ
寄
付
を
行
う
。

　

Ｐ
Ｒ
会
場
で
は
、
各
商
工
会
の
コ
ー
ナ
ー
を
設

置
。
地
域
イ
ベ
ン
ト
や
観
光
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
や
、

ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
の
掲
載
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
品
の

紹
介
を
行
い
、
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
っ
た
。
ま
た
当
日

は
、
商
工
会
女
性
部
連
合
会
に
よ
る
ご
当
地
ジ
ェ

ラ
ー
ト
等
の
即
売
会
が
行
な
わ
れ
、
会
場
を
盛
り

上
げ
た
。

●●
県
商
工
会
青
年
部
女
性
部

結
成
60
周
年
記
念
式
典
・
記

念
パ
ー
テ
ィ
ー
の
お
知
ら
せ

　
富
山
県
商
工
会
青
年
部
連
合
会
な
ら

び
に
富
山
県
商
工
会
女
性
部
連
合
会
は
、

長
年
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
今
後
よ
り

一
層
の
県
下
商
工
会
青
年
部
・
女
性
部

の
団
結
と
組
織
強
化
を
図
る
た
め
、
記

念
式
典
・
記
念
パ
ー
テ
ィ
ー
を
予
定
し

て
い
る
。

☆
開
催
期
日

　
令
和
４
年
11
月
11
日
（
金
）

☆
記
念
式
典
会
場
（
午
後
２
時
～
）　

　
富
山
国
際
会
議
場 

メ
イ
ン
ホ
ー
ル

   

・
第
一
部 

記
念
式
典

   

・
第
二
部 

記
念
講
演

　
演
題
「
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
経
営
を
通
じ
た

　
　
　
　
地
域
振
興（
仮
題
）」

　
講
師 

株
式
会
社
カ
タ
ー
レ
富
山

　
　
　

 

代
表
取
締
役
社
長  

左
伴 

繁
雄 

氏

☆
記
念
パ
ー
テ
ィ
ー
会
場

（
午
後
５
時
45
分
～
） 

　
A
N
A
ク
ラ
ウ
ン
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
富
山

   
・
第
三
部 

記
念
パ
ー
テ
ィ
ー

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、
人
数
制
限
を
設
け
て
開
催
を
予
定
。

小さな会社ですが
丁寧な仕事を心がけています。
小さな会社だから
できる事があります。
人と社会を繋ぐお手伝いをいたします。
心に伝わる広告物をご提供いたします。

お客様の想いをカタチにする

「
つ
な
が
ら
ん
ま
い
け
富
山

「
つ
な
が
ら
ん
ま
い
け
富
山  

ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
」の
Ｐ
Ｒ
イ
ベ
ン
ト
開
催
！

ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
」の
Ｐ
Ｒ
イ
ベ
ン
ト
開
催
！

  
富
山
県
商
工
会
青
年
部
・
女
性
部
連
合
会
結
成
60
周
年
記
念
事
業

つながらん 　
まいけ富山 　
net shop▶︎

祝
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回
15
第

　
普
段
自
社
の
商
品
を
購
入
し
て
く
れ
て
い
る
お
客

様
の
中
に
も
い
ろ
い
ろ
な
方
が
い
ま
す
よ
ね
。
例
え

ば
常
連
で
い
つ
も
た
く
さ
ん
注
文
を
く
れ
る
（
売
上

の
柱
と
な
っ
て
い
る
）
優
良
顧
客
、
最
近
取
引
が
始

ま
っ
た
ば
か
り
の
新
規
顧
客
、
昔
は
よ
く
買
っ
て
く

れ
て
い
た
け
ど
最
近
は
め
っ
き
り
と
縁
が
遠
の
い
て

し
ま
っ
た
休
眠
顧
客
、
な
ど
な
ど
。
そ
う
い
っ
た
お

客
様
の
状
況
に
合
わ
せ
て
こ
ち
ら
か
ら
提
案
を
持
ち

掛
け
る
こ
と
で
効
果
的
に
売
上
ア
ッ
プ
が
で
き
ま
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
今
回
は
顧
客
分
析
を
テ
ー
マ
に
お

届
け
い
た
し
ま
す
。

　
顧
客
分
析
と
言
っ
て
も
手
法
は
多
々
あ
り
ま
す
が
、

取
り
組
み
や
す
く
成
果
に
繋
が
り
や
す
い
手
法
が

R
F
M
分
析
（
あ
ー
る
え
ふ
え
む
ぶ
ん
せ
き
）
で
す
。

R
F
M
と
は
３
つ
の
英
単
語
の
頭
文
字
を
取
っ
て
い

る
も
の
で
、Recency

（
最
近
買
っ
て
く
れ

た
の
は
い
つ
か
）
、

Frequency

（
購
入
頻

度
は
ど
れ
く
ら
い
か
）、

M
onetary

（
購
入
金

額
は
ど
れ
く
ら
い

か
）
の
３
つ
の
軸
で

顧
客
を
ラ
ン
ク
分
け

す
る
手
法
で
す
。

　
や
り
方
は
カ
ン
タ

ン
で
す
。
ま
ず
は

R
F
M
そ
れ
ぞ
れ
の

指
標
に
お
い
て
ラ
ン

ク
を
設
定
し
ま
す
。

例
え
ばRecency

（
最

近
買
っ
て
く
れ
た
の

は
い
つ
か
）
の
指
標

に
お
い
て
１
か
月
以

高
い
の
に
F
が
低
い
お
客
様

は
【
回
数
は
少
な
い
け
ど
購

入
金
額
が
大
き
い
】
と
い
う

こ
と
で
購
入
単
価
が
高
い
お

客
様
で
す
。
こ
こ
の
リ
ピ
ー

ト
率
を
高
め
ら
れ
れ
ば
売
上

に
大
き
く
貢
献
し
て
く
れ
そ

う
で
す
ね
。
M
が
低
く
F
が

高
い
お
客
様
は
【
よ
く
買
っ

て
く
れ
る
け
ど
総
額
は
そ
れ

ほ
ど
大
き
く
な
い
】
と
い
う

こ
と
で
購
入
単
価
が
低
い
で

す
。
セ
ッ
ト
販
売
な
ど
購
入

単
価
を
上
げ
る
提
案
を
す
れ

ば
成
果
に
つ
な
が
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
に
自
社
の
お
客

様
の
状
況
に
合
わ
せ
て
的
確

に
打
ち
手
を
打
っ
て
い
く
こ

と
で
売
上
ア
ッ
プ
に
繋
が
り

ま
す
。
是
非
自
社
の
顧
客
分

析
、
実
施
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。

顧
客
分
析
を
し
て
売
上
ア
ッ
プ
し
よ
う

内
で
あ
れ
ば
３
点
、
６
か
月
以
内
で
あ
れ
ば
２
点
、

そ
れ
以
上
な
ら
１
点
、
と
い
っ
た
形
で
R
F
M
そ
れ

ぞ
れ
基
準
を
設
定
し
ま
す
。

　
そ
う
し
た
ら
販
売
管
理
シ
ス
テ
ム
や
台
帳
か
ら
お

客
様
情
報
を
リ
ス
ト
化
し
て
設
定
し
た
ラ
ン
ク
を
割

り
当
て
ま
す
。

　
こ
う
す
る
こ
と
で
自
社
の
顧
客
分
析
を
す
る
こ
と

が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
ずRecency

（
最
近

買
っ
て
く
れ
た
の
は
い
つ
か
）
とFrequency

（
購
入

頻
度
は
ど
れ
く
ら
い
か
）
の
２
つ
に
着
目
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
R
が
高
い
の
に
F
が
低
い
お
客
様
が
い
た

な
ら
ば
、【
最
近
買
っ
て
く
れ
た
け
ど
ま
だ
購
入
回
数

は
少
な
い
】
と
い
う
こ
と
で
新
規
顧
客
で
す
。
リ

ピ
ー
ト
し
て
頂
け
る
よ

う
こ
ま
め
に
連
絡
を
取

り
満
足
度
を
確
認
す
る

な
ど
手
厚
く
フ
ォ
ロ
ー

し
ま
し
ょ
う
。
逆
に
R

が
低
く
F
が
高
い
お
客

様
が
い
た
な
ら
ば
【
何

度
も
リ
ピ
ー
ト
し
て
く

れ
て
い
た
の
に
最
近

買
っ
て
く
れ
て
い
な

い
】
と
い
う
こ
と
で
休

眠
顧
客
で
す
。
こ
こ
を

掘
り
起
こ
さ
な
い
手
は

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
優
先

的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て

い
き
た
い
で
す
ね
。

　
次
にF

requency

（
購
入
頻
度
は
ど
れ
く

ら
い
か
）
とM

onetary 

（
購
入
金
額
は
ど
れ
く

ら
い
か
）
の
２
つ
に
着

目
し
ま
し
ょ
う
。
M
が

マーケティング編

遠藤 頑太
新潟県長岡市出身。新潟大学 経済学部卒業。
大学卒業後、東京の営業コンサルティング・営業
アウトソーシング会社に入社。中小企業から大手
企業・上場企業まで、様々な業種業態にわたる企
業の営業支援を行う。そこで培った営業・販売の
ノウハウを活かして「地域を若い人がもっと活躍
出来る場に変える」という使命をもってグローカル
マーケティングに入社。趣味はドライブと料理。

取締役COO（最高業務執行責任者）
コンサルティング部 部長

 

 

 

個人賠償責任に次いで「傷害プラン」に熱中症の補償もついて
充実の安心補償！！

ご家族全員の
賠償事故をカバー！！
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売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 具体的には、現行の「区分記載請
求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをい
います。

▷様式の定めはなく、手書きであっても、上記（①から⑥）の記載事項を満たしたものであればインボイ
スになります。

▷現在売上先に交付している全ての書類をインボイスに対応する必要はありません。どの書類をインボイ
スとするか、売上先とも相談しながら準備を進めましょう。

▷売上先が「仕入明細書」などの形で作成する書類も該当します。

令和5年10月1日令和5年10月1日からから
インボイス制度インボイス制度がが始まります！始まります！

インボイス発行事業者となるためには、
原則、令和５年３月31日までに 登録申請が必要です！

消費税

● インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。登録は課税
事業者が受けることができます。

● 免税事業者の方（※）も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受ける
かをご検討ください。

● 登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です。 登録にあたっては、取引先との調整やシス
テムの整備が必要となることもあるため、お早目のご準備をおすすめします。

（※）免税事業者の方とは、事業開始後２年以内で基準期間の課税売上高が1,000万円以内の事業者の方。
　　 ※基準期間の課税売上高とは、前々年の課税売上高のことをいいます。

 「インボイス」とは？
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登録を受けるかどうかは、どのように判断したらいいの？

登録を受けた場合と受けなかった場合について、考えてみましょう

売上先からインボイスの交付を求められるか、検討・確認してください。
□ 課税事業者である売上先は、仕入税額控除のため、あなたが交付するインボイスが必要になります。 
□ 課税事業者であっても簡易課税制度を選択している売上先は、インボイスは不要です。
□ 一般消費者、免税事業者である売上先は、インボイスは不要です。

□ 登録を受けた場合
インボイスが交付でき、課税事業者として消費税の申告が必要になります。
　※インボイス交付以後は、課税売上高が1,000万以内であっても、免税業者に戻ることができません。

□ 登録を受けない場合
インボイスを交付できませんが、課税事業者となる必要はありません。
なお、売上先は、経過措置期間は仕入税額の一部が控除できますが、経過措置終了後は控除できなくな
ります。

事業実態を把握のうえ、必要に応じ取引先（売上先や仕入先）と取引条件の見直しを相談するなどの検討
を行うことが必要です。　

◆登録申請手続については、e-Tax・郵送による手続きが可能。また個人事業者の方は、
　スマートフォンからでも申請が可能です。
　※e-Taxを利用した登録申請手続には、電子証明書（マイナンバーカード等）が必要です。
 　 ・・・ 詳しくは、インボイス制度特設サイトの「申請手続」ページをご覧ください。

お近くの商工会窓口でも相談できます。国税庁

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボ
イスを交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である インボイス発行事業者
から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

「インボイス制度」とは？

インボイス申請手続

時間額 ： 908円（前年度より31円引き上げ）
発効日 ： 令和4年10月1日（金）

最低賃金に関するお問合せは、富山労働局賃金室（☎076-432-2735）又は富山県内の各労働基準監督署へ

富山労働局

「働き方改革推進支援センター富山」（富山労働局委託事業）では、働き方改革推進に取り組む事業主の皆様
の支援を行っています。賃金引上げに向けた生産性向上に関する『業務改善助成金』の相談なども無料で行っ
ていますので、是非ともご活用ください。

最低賃金特設サイト（厚労省）
https://pc.saiteichingin.info/

富山労働局ウェブサイト（最低賃金・最低工賃）
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/

富山市赤江町1-7　富山県中小企業研修センター4F
電話番号：0800-200-0836　メールアドレス：hk16@mb.langate.co.jp働き方改革推進支援センター富山

この最低賃金は富山県内の事業場で働くすべ
ての労働者に適用され、許可なくこの金額以
上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違
反となります。

令和4年10月1日より富山県最低賃金が改定されました！
地域別最低賃金 年齢や雇用形態に関わらず富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます

課税事業者の方も免税事業者の方も事業実態の把握が必要です
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令和4年度  富山県事業承継つなぐサポート事業費補助金

●補助対象　　　　県内に事業所を置く小規模企業者　
●事業区分　　　　①親族内承継　　②親族外承継（従業員等）　　③親族外承継（Ｍ＆Ａ）

●補助対象経費　　・課題分析の委託料
　　　　　　　　　・事業承継計画書の策定費用
　　　　　　　　　・事業用資産や企業価値の算出・分析費用
　　　　　　　　　・譲渡契約書策定費用　　等
　　　　　　　　　※「富山県事業承継・引継ぎ支援センター」の支援を受けた事業において発生する経費が補助
　　　　　　　　　　　の対象となります。

●補助率　　　　　２分の１以内

●補助上限額　　　30万円

申請等手続き

富山県つなぐサポート補助金

Ｑ. 小規模企業者とは、どんな事業者を指しますか?
Ａ. 常時使用する従業員数が、製造業その他の場合 20人以下、商業・サービス業の場合 5人以下の事業者を指
します。

Ｑ. いつまで募集していますか?
Ａ.令和４年度中は随時申請を受け付けています。（予算に達し次第、終了します）
ただし、補助事業者は、令和5年2月末までに、補助事業を完了（経費の支払いまで含む）する必要がありま
す。

Ｑ. 事業計画書とはなんですか?
Ａ. 企業の概要や事業承継への取り組み、それによって発生する経費などを記載いただきます。この計画を基に
審査を行います。計画の内容については、「富山県事業承継・引継ぎ支援センター」の確認を受ける必要があ
るので、同センターに事前にご相談ください。

■申請先・お問い合わせ先

富山県地域産業支援課金融係
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7　TEL：076-444-3248
必要書類を郵送にて提出してください。

Ｑ＆Ａ

申請の流れ　１．富山県事業承継・引継ぎ支援センターに相談する
　　　　　　２．同センターの支援を受け、事業計画書を作成する
　　　　　　３．必要書類一式を揃えて、下記申請先に提出する

必要書類　　①事業申込書②交付申請書③事業計画書④誓約書⑤その他添付書類
　　　　　　※①～④の様式は、富山県のホームページからダウンロードできます。

■相談先・確認先

富山県事業承継・引継ぎ支援センター
〒930-0866 富山市高田527 情報ビル２階
TEL：076-444-5625

・誰かにサポートしてもらいながら、考えたい
・事業承継に向けて、現状の課題や改善点を知りたい
・必要な費用が心配で、なかなか事業承継を進められない

概要や様式は県HPをチェック＞＞

こんな方に向けた
補助制度です！

皆様が培ってきた貴重な技術や経営資源を後世に引き継ぐ後押しをします！
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TEL：（076）423-3171（代表）  

中小企業・小規模事業者を支える身近なパートナー 

金融支援 

経営支援  創業支援 
事業承継 

信用保証 

お気軽にご相談ください 

など  

検索富山県信用保証協会

こどもに関わりが深い様々なテーマについてご意見をいただくこども政策モニターを募集します！
あなたの意見を県の政策づくりに活かしてみませんか。みなさんのご応募をお待ちしています。

令和4年11月～令和5年2月頃調査期間

お送りいただいた氏名等の情報は、適切に管理し、申し込みに関する受付確認や本事業の
実施のためにのみ利用します。

ご意見等の
取扱い

・小学5年生から高校3年生までの方
・インターネットを利用することができる方
※令和５年２月頃までの間、県からお示しするテーマに対し、ご意見を提出いただける方。
※3回程度テーマを示し、それぞれ３週間程度でご意見の提出をお願いする予定です。

応募要件

小学生（５・６年生） 100名、
中学生 100名、高校生 100名
※上記を超える場合は、先着順とさせて
　いただきます。

募集人数

事業内容

すべての調査に
回答いただいた方全員に
オリジナルQUOカード
Pay（500円分）進呈

謝　　礼

インターネットによる調査 
※登録情報を入力いただきます。

「こども政策モニター」の方々には、県から示されるテーマについてご意見を提出して
いただきます。いただいたご意見は、こども政策を始めとする県の政策の企画・立案の
参考として活用することとしています。

調査方法

10月20日（木）募集締切

富山県こども政策モニター募集！

step.1
右のQRコードを読み込むか、
https://enquete.cc/q/toyama_kodomoに
アクセスして応募フォームに登録情報を入力して
応募してください。

メールまたは郵送で
アンケート調査フォームを送ります。

アンケートに答えて、返送してください。

step.2

step.3

応募方法

届け！

わたした
ちの

リアルな
思い！

未来を担う君たちへ
富山県の未来づくりにぜひ
ご意見をお寄せください！

主催/　　　　　　　　委託/ ㈱ジェック経営コンサルタント

富山県
こども

政策モ
ニター

事業

届け！

わたし
たちの

リアル
な思い

！
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イベント名 開催日 お問合せ先

福光まちなか文化祭

ふくみつマルシェ

バットの町福光　小学生リアル野球盤大会

なりひら風の市

「冬支度―雪待つ合掌集落」相倉合掌造り集落ライトアップ

おやべよってかれマーケット

ツゥインクルナイトin射水

第37回福野ごっつぉ里いもまつり

10月30日（日）

10月30日（日）

10月30日（日）

11月12日（土）

11月19日（土）・20日

11月20日（日）

11月20日（日）～2月15日（水）

11月23日（水・祝）

南砺市商工会福光事務所

南砺市商工会福光事務所

南砺市商工会福光事務所

富山市八尾山田商工会

五箇山総合案内所

小矢部市商工会小矢部支所

射水市商工会

南砺市商工会福野事務所

0763-52-2038

0763-52-2038

0763-52-2038

076-455-3181

0763-66-2468

0766-67-0756

0766-55-0072

0763-22-2536

※新型コロナウイルス感染症の影響で、イベント開催が延期、または中止になる場合があります。詳細は各イベント問合せ先にご確認ください。

各地 1 1月のイベント

『グーペ』ならホームページが無料で作れます！　
ユーザーの9割が、従業員5人以下の小規模事業者です

ひとりでも始められるDX、『グーペ』で
自作ホームページにチャレンジ！ 商工会会員様

限定プラン
のご紹介

ご相談については、各商工会へお問い合わせください




